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次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 
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改       正       後 改       正        前 

別表第４ 

アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルア

ルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド

及びイソバレルアルデヒドの測定方法 

第１ 敷地境界線における濃度の測定－ガスクロマトグラフ法 

１～３ （略） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

別表第４ 

アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルア

ルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド

及びイソバレルアルデヒドの測定方法 

第１ 敷地境界線における濃度の測定－ガスクロマトグラフ法 

１～３ （略） 

 

  第１図 試料捕集装置 

 

 

 

 

 

 

  第２図 試料捕集管 

 

 

 

 

 

運搬・保存時 

アルミニウム箔等 

Ａ 試料捕集剤   Ｂ 石英ガラスウール 

Ｃ 樹脂製キャップ 

Ｃ Ｂ

 
Ｂ

 
ＣＡ

Ａ 試料採取袋   Ｂ 試料捕集管  Ｃ 吸引ポンプ   Ｄ ガスメーター 

A 

Ｂ 

Ｃ Ｄ 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第３図 強カチオン交換樹脂管 

 

 

 

 

 

 

 

  第４図 ガスクロマトグラフ分析装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B C C B A 
 

アルミニウム箔等 

Ａ 強カチオン交換樹脂   Ｂ 石英ガラスウール 

Ｃ 樹脂製キャップ 

Ａ 窒素ボンベ  Ｂ 流量計  Ｃ 流量調整弁  Ｄ 試料導入部 

Ｅ カラム    Ｆ 検出器 

A 
B 

C 
 

D E F 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 敷地境界線における濃度の測定－ガスクロマトグラフ質量

分析法 

 １～３ （略） 

第３ 敷地境界線における濃度の測定－高速液体クロマトグラ

フ法 

１ 試薬 

試薬は、次の掲げるところにより調製したものを用いる

ものとする。 

(1) アセトニトリル（溶出液） 

     高速液体クロマトグラフに注入したとき、アルデヒド

類－２，４－ジニトロフェニルヒドラゾンの保持時間に

ピークを生じないもの 

  第５図 溶出操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 敷地境界線における濃度の測定－ガスクロマトグラフ質量

分析法 

 １～３ （略） 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 注射器 

Ｂ 試料捕集管 

Ｃ 強カチオン交換樹脂管 

Ｄ 共栓付試験管 

A 

B 

C 

D 
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  (2) エタノール 

     高速液体クロマトグラフに注入したとき、アルデヒド

類－２，４－ジニトロフェニルヒドラゾンの保持時間に

ピークを生じないもの 

(3) ２，４－ジニトロフェニルヒドラジン 

第１の１の(5)に定めるものと同様とする。 

   (4) 試料捕集剤 

     第１の１の(6)に定めるものと同様とする。 

   (5) アルデヒド類標準原液 

第１の１の(9)の表の第１欄に掲げるアルデヒドの種類

ごとに第１の１の(9)のとおり操作して得たアルデヒド類

－２，４－ジニトロフェニルヒドラゾンの再結晶を、そ

れぞれ同表の第３欄に掲げる分量ごとにアセトニトリル

に溶解して100mlとしたもの 

（6） アルデヒド類混合標準溶液 

    (5)で作成した、それぞれのアルデヒド標準原液の各

10mlを全量フラスコ（100ml）に入れ、アセトニトリルを

加えて標線に合わせたもの 

２ 装置及び器具  

装置及び器具は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 試料ガス採取装置及び試料採取袋 

別表第２の第１の２の(1)のア及び(2)（注１）に定め

るものと同様とする。 
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(2) 試料捕集装置 

第１の２の(2)に定めるものと同様とする。 

(3) 高速液体クロマトグラフ分析装置 

第11図 に掲げる構成のものであって、次の条件を具備

しているもの 

ア 高速液体クロマトグラフは、吸光光度検出器を有する

ものであって、波長は360nmに設定すること。 

イ カラムは、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド

、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、

ノルマルバレルアルデヒド及びイソバレルアルデヒドの

６物質の定量に適した分離性能を有するもの 

ウ 移動相は、使用するカラムに適したものを用いるもの

とし、流速は1.0ml/min程度とする。 

エ 試験液10～30µl程度をカラムに全量入れられる構造の

ものであること。 

（注１） 試料採取袋の内容積は50Ｌ程度のものを用いること。 

３ 測定の手順 

濃度の測定は、次の手順により行うものとする。 

(1) 空試験  

第12図に掲げるところにより、試料捕集管の上部から

アセトニトリル５mlを、自然流下又は１ml／min程度の流

速で全量フラスコ（５ml）に落下させる。この溶出液に

アセトニトリルを加えて、全量フラスコの標線に合わせ
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、密栓してよく振り混ぜ、これを試験液とする。その後

(4)の手順により高速液体クロマトグラフ分析を行い、ア

ルデヒド類－２，４－ジニトロフェニルヒドラゾンの保

持時間にピークが生じた場合は、操作ブランク値とする

。 

(2) 試料ガスの採取 

別表第２の第１の３の（2）のアに示す操作により試料

ガスを試料採取袋に採取する。 

(3) 試料の捕集 

第１の３の(3)に定めるものと同様とする。 

(4) 高速液体クロマトグラフ分析 

試料捕集した試料捕集管を(1)と同様の手順で処理し（

注２）、得られた試験液から、マイクロシリンジにより

20µl程度分取し、高速液体クロマトグラフ試料導入部に

注入する。 

(5) 検量線の作成 

アルデヒド類混合標準溶液をアセトニトリルで適宜段

階的に希釈し、その希釈溶液20µl程度を、高速液体クロ

マトグラフに注入し、得られたアルデヒド類－２，４－

ジニトロフェニルヒドラゾンのクロマトグラムのピーク

面積を縦軸に、アルデヒド類の注入量を横軸にとり、直

線関係の範囲で関係線を作成する。 

(6) 濃度の算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7
 

  (5)の検量線により、高速液体クロマトグラフに注入し

たアセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブ

チルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレル

アルデヒド又はイソバレルアルデヒドの量（０℃、１気圧

）を求め、次式によりその大気中の濃度を算出する。 

Ｃ＝ 
22.4（Ａs－Ａt）×Ｅ 

ＭｖＶ× 
273 

× 
Ｐ 

 273＋ｔ 101.3 

この式において、Ｃは大気中の被検成分の濃度（単位 

ppm）、Ａs は高速液体クロマトグラフに注入した試験液

中の被検成分の量（単位 µg）、Ａtはアルデヒド類の操

作ブランク値（単位 µg）、Ｅは試験液量（単位 ml）、

Ｍは被検成分の分子量、ｖは高速液体クロマトグラフへの

注入液量（単位 ml）、Ⅴはガスメーターで測定した吸引

ガス量（単位 Ｌ）、ｔはガスメーターにおける温度（単

位 ℃）、Ｐは試料捕集時の大気圧（単位 kPa）を表す

ものとする。 

（注２） 捕集を終えた試料捕集管は、可及的速やかに溶

出液で溶出すること。 

 

第４ 気体排出口における流量の測定 

  気体排出口における流量は、日本工業規格Ｚ8808 に定める方

法により測定した排出ガス量に、第１、第２又は第３に掲げる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 気体排出口における流量の測定 

  気体排出口における流量は、日本工業規格Ｚ8808 に定める方

法により測定した排出ガス量に、第１又は第２に掲げる方法に
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方法により測定した排出ガス中のプロピオンアルデヒド、ノル

マルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレ

ルアルデヒド又はイソバレルアルデヒドの濃度を乗じて算出す

るものとする。ただし、第１又は第３に掲げる方法により試料

の捕集を行う場合には、試料捕集管を２本直列に連結したもの

を用いるとともに、流量を加減すること。 

 

第１図 試料捕集装置 

 

 

 

 

 

 

 

  第２図 試料捕集管 

 

 

 

 

 

 

 

より測定した排出ガス中のプロピオンアルデヒド、ノルマルブ

チルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアル

デヒド又はイソバレルアルデヒドの濃度を乗じて算出するもの

とする。ただし、第１に掲げる方法により試料の捕集を行う場

合には、試料捕集管を２本直列に連結したものを用いるととも

に、流量を加減すること。 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

運搬・保存時 

アルミニウム箔等 

Ａ 試料捕集剤   Ｂ 石英ガラスウール 

Ｃ 樹脂製キャップ 

Ｃ Ｂ

 
Ｂ

 
ＣＡ

Ａ 試料採取袋   Ｂ 試料捕集管  Ｃ 吸引ポンプ   Ｄ ガスメーター 

A 

Ｂ 

Ｃ Ｄ 
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  第３図 強カチオン交換樹脂管 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第４図 ガスクロマトグラフ分析装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新規） 
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アルミニウム箔等 

Ａ 強カチオン交換樹脂   Ｂ 石英ガラスウール 

Ｃ 樹脂製キャップ 

Ａ 窒素ボンベ  Ｂ 流量計  Ｃ 流量調整弁  Ｄ 試料導入部 

Ｅ カラム    Ｆ 検出器 

A 
B 

C 
 

D E F 
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  第５図 溶出操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第６図～第 10図 （略） 

 

第 11 図 高速液体クロマトグラフ分析装置 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ａ 移動相 Ｂ 送液ポンプ Ｃ 試料導入部 Ｄ カラム 

Ｅ 検出器 Ｆ データ処理装置 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第６図～第 10図 （略） 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高速液体クロマトグラフ分析装置本体 

Ａ 

Ｃ 
Ｄ 

Ｅ 

Ｂ 

Ｆ 

 

Ａ 注射器 

Ｂ 試料捕集管 

Ｃ 強カチオン交換樹脂管 

Ｄ 共栓付試験管 

A 

B 

C 
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第12図 溶出操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 注射器 Ｂ 試料捕集管 Ｃ 全量フラスコ 

 

 

 

 

（新規） 
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